
グループワークや事例検討をもとに理解を深めます！

① 労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の当該部分の解説

② 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言（円卓会議）
③ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用上講ずべき措置

④ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずべき措置等についての指針

⑤ ハラスメントの相談対応と事実調査の具体的方法と留意点
⑥ ハラスメントにならない具体的なマネジメント手法
⑦ 職場の人間関係開発・コンフリクトマネジメント等
⑧ ハラスメントに関する最新の知見（カスハラ・就活ハラ等）

https://chubu.counselor.or.jp/skillup/course01/

Zoom開催

12月5日（土）
9：30～16：30

受講料

ハラスメント講座

日本産業カウンセラー協会会員

林 久美子 氏
シニア産業カウンセラー/支部認定講師

6,000円（消費税込み）

講座のポイント

支部認定講師・認定カウンセラーを目指す方は必須の講座です。

産業カウンセラーとして企業内研修を行う際の基本ポイントを解説します。
参加者の皆様とともに疑問や意見を出し合いながら、ハラスメントについてアップデートしましょう。

お申込みは、日本産業カウンセラー協会中部支部
のホームページをご覧ください。

受講

資格

会場

講座の内容

お問合せ：日本産業カウンセラー協会中部支部 TEL 052－618－7830

【オンライン】ベーシック研修

募集中
受講者
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